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第２２　非常コンセント設備 

 

１　構成 

　　消防活動困難性が高い高層建築物や地下街において、停電時においても、電気を動力とする

消防用資機材や照明設備を使用し、消防活動を円滑に行うことを目的とするものであって、配

線、電源、コンセント等から構成され、単相交流100Ｖで15Ａ以上の電気を供給するものであ

ること。 

 

２　設置位置 

非常コンセントの設置位置は、政令第29条の2第2項第1号の規定によるほか、第２１　連結

送水管５.⑵を準用すること。 

 

３　電気の供給容量 

非常コンセント設備の電気の供給容量（非常電源の容量算定にあっても同様とする。）は、

政令第29条の2第2項第2号の規定によるほか、1の幹線に接続される非常コンセントの数（3を

超えるときは、3とする。）に、非常コンセント1個あたりの容量（単相交流100Ｖで15Ａ以上）

を乗じて得た容量以上とすること。▲ 

 

４　保護箱 

　　保護箱を埋め込み式としない場合は、次によること。（第22－1図参照） 

　⑴　保護箱は、「配電盤及び分電盤の基準」（昭和56年消防庁告示第10号）第３.１.⑵に準じ

たものを設けること。 

　⑵　原則として、大きさは長辺25cm以上、短辺20cm以上とすること。 

　⑶　保護箱に用いる材料は、防錆加工を施した厚さ 1.6mm以上の鋼製のものとすること。 

　⑷　保護箱には、容易に開閉できる扉を設けること。 

　⑸　保護箱内には、さし込みプラグの離脱を防止するためフックを設けること。 

　⑹　保護箱には、Ｄ種接地工事を施すこと。 

 

第22－1図 

５　電源及び配線 

　⑴　電源からの回路は、主配電盤から専用回路とすること。 

　⑵　前⑴の回路には、地絡により電路を遮断する装置を設けないこと。 

　⑶　電源の配線用遮断器には、非常コンセントである旨を表示すること。 

　⑷　専用回路の幹線から各階の非常コンセントに分岐する場合は、分岐用の配線用遮断器を保
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護箱内に設けること。 

　⑸　非常コンセントのプラグ受けは、前⑷の配線用遮断器の二次側から送り配線等で施工する

こと。 

　⑹　⑷の配線用遮断器は、 100Ｖ、15Ａ以上の容量とすること。 

　⑺　分岐する場合に用いるプルボックス等は、防錆加工を施した厚さ 1.6mm以上の鋼製のもの

を用いること。★ 

　⑻　保護箱内の配線及びプラグ受け等の充電部は、露出しないように設けること。 

 

６　非常電源回路の配線 

　　非常電源回路の配線は、第２４　非常電源の基準により設けること。 

 

７　表　示 

　　表示は、次によること。 

　⑴　保護箱に「非常コンセント」の表示をすること。 

⑵　保護箱の上部に設ける赤色の灯火は、第２　屋内消火栓設備９.⑴.ア. (オ).ｂに準ずるこ 

と。 

　⑶　灯火の回路の配線は、第２４　非常電源によるほか、５.⑷配線用遮断器の一次側から分

岐し、当該分岐回路には保護用のヒューズを設けること。 

 

８　屋内消火栓箱等と保護箱との接続 

　　非常コンセント設備の保護箱を屋内消火栓箱等に接続する場合は、次によること。 

　⑴　保護箱は、屋内消火栓箱等の上部とすること。 

　⑵　屋内消火栓部分、放水口部分及び弱電流電線等と非常コンセント設備は、不燃材料等で区

画すること。 

　⑶　屋内消火栓箱等と保護箱の扉は、別開きができるようにすること。 

⑷　非常コンセント設備の赤色の灯火は、屋内消火栓設備等の赤色の灯火と兼用することがで

きるものとする。 

 

 


